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倶知安町景観計画緑の基本計画検討会議

第 12回 景観地区部会 議事概要

◎日 時 令和 4年 11 月 2 日（水）午後 2時 00分～午後 5時 00分

◎場 所 倶知安町役場 ３階 第一委員会室

◎出席者 部 会：笠間部会長、カー委員、斎藤委員、沼田委員、山田委員

（欠席 フィンドレー委員、大久保委員）

傍聴者：６名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井景観室長、星加係長、横山主事、

傳法建築指導係長

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬

１ 開会

（星加係長）第１２回目の景観地区検討部会を開催します。本日、フィンドレー委員及び大久保委員が欠

席となります。このお二方は後日、フォローアップさせていただきたいと考えております。

早速ですが、議事に入りますので、笠間部会長よりご挨拶含めて進行をお願いします。

（笠間部会長）今年度では２回目になりますが、トータルでは１２回目となります。これまで議論を積み重ね

てきて、今日の資料では、各エリアごとの将来イメージなどを姿・形にしてもらったり、それを踏まえ

てどのようなルールにしていくかという細かなところも含めて詰めてきてもらっていると思います。

後ほど、今後のスケジュールの話になると思いますが、住民の方から意見を聞いたり、パブリック

コメントを実施されたり、ということを計画されているようです。それに向けて、本日は、方向性を固

めたいところです。

２ 意見交換

（１）リゾートエリアのルール案について

＜資料説明＞
（星加係長） A4横の説明資料に基づいて説明します。その他の配布資料は、参考として必要に応じて使

用します。
P1７ 先に今後のスケジュールについてお話します。全体の大まかな今後の流れとなりますが、まず

は、住民との意見交換を行うこととしており、１１月１１日と１４日で計３回行います。本日の部
会や意見交換会での意見を踏まえて整理を行い、次の部会を開きたいと考えております。予
定としては、１２月上・中旬頃と考えており、何か大きな修正を伴うようなことがなければ最終
回にしたいと考えています。それが終わりましたらパブリックコメントを行います。１２月下旬か
ら１月下旬を予定しています。HP に計画の概要を載せ、それを踏まえて書面により意見をい
ただくこととしています。そのパブリックコメントが終わりましたら、都市計画法の手続きに入る
ための説明会を来年度に開催します。その後、法定手続きを開始し、来年秋以降のルール施
行を目指したいと考えています。
ルール案に対して事務局に再考を求める意見については、本日いただくのがベターと思いま
すので、ご協力お願いします。

P1 前回の会議の振り返りとして大きく４点。
１つめは、リゾートプランニングについて、特に交通混雑に関するご意見がありました。懸念
事項として、建築指導要綱の駐車台数を守っていただいているが、これだけ建物がたくさん建
ってくると、エリアに流入する台数が増加するため、交通混雑が一層深刻化するのではないか、
というものです。それに対する対応として、流入する車自体を減らすことになると思います。考え
られる手法として、前回部会でいただいたものがほとんどですが、空港等からニセコエリアに
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来るときの公共交通利用の誘導、リゾート内の循環、従業員専用の乗り合い輸送、離れた場
所に集合駐車場の用意、などが考えられます。その対応については、前回もお話しましたが、こ
の部会での議論は土地利用のルールを中心としているためにこの分野を深めていくのは難し
いと整理させていただいております。また、この分野は観光事業者も含めた中でリゾート全体
の問題として検討していくべきものと思いますので、今回とは切り離すべきと考えています。ま
た、今後の動きとして、ひらふ第一駐車場の再整備を官民連携で進めていく予定ですので、そ
の検討と連携しながら交通混雑の課題やその他の諸課題について解消を図れればと思いま
す。
２つめの無電柱化。かなり昔に開発が終わっているところでは無電柱化されておらず、建物

が建つたびに電柱や電線が増えていく状況にあり、これらを解消することについて意見があり
ましたが、対応としては、既設のものは無電柱化を前提とした道路の規格になっていないなど、
技術的にもコスト面でも困難です。したがって少しでも電柱のない空間にしようとするなら、新
たな開発に対してしっかりと無電柱化を図る計画にしてもらう、ということになりますので、検討
している開発行為の制限条例の中に盛り込むことを考えています。
３つめのローワービレッジ地区の高さについて。こちらは、事務局から交通混雑緩和を目的

として建物内に駐車スペースを確保する代わりに建物高さの制限を１６ｍに緩和する案を提
示していましたが、この部会や懇談会において街なみの景観を大きく乱すといった意見が多
かったことから、前回の時に１３ｍに戻すことを説明したところです。その際、交通混雑の解消と
いう課題が残ったままという意見がありました。対応としましては、ローワービレッジ地区の景
観形成の方針は「敷地にゆとりを持たせる」「小規模建築物で構成」ということになりますの
で、これに沿ったルールということで、１３ｍ以下で、かつ、建物内に駐車場を確保してもらう案
とします。
４つめ、保全型エリア等の床面積制限について、前回、大きく見直したところですが、まずは

宿泊施設を一律 NG としつつ、審査基準を満たすものについて OK を出すということで進め
ていきたい、と前回説明しております。宿泊施設に限っては、指定している建ぺい率と容積率と
は別にボリュームを抑えた基準としたり、宿泊収容者数を抑えるなど、低密度で高質なリゾー
ト空間にしたいと提案しました。そのときにいただいた懸念事項として、床面積1,000 ㎡以下
の建築物の場合、敷地面積も十分に確保できない場合が多いことから、通常より厳しくしてい
る建ぺい率・容積率では建築が困難なことが想定されるというものです。また、従業員宿舎な
どとの複合用途の考え方についても、ご質問をいただきました。対応として、床面積１，０００㎡
以下の建築物について、建ぺい率・容積率の制限を取りやめることとし、一方で床面積
1,000 ㎡を超える建築物において、建物内に飲食店などが入るような複合用途のケースで
は、それらの用途も含めた建物全体で建ぺい率３０％以下と容積率５０％以下を満たすことを
求めることします。ただし、スキー場に近い観光Ⅲ地区においては、回遊性が求められる用途
を明確に区分できる場合に限り、宿泊施設に係る部分のみに建ぺい率・容積率・床面積の上
限などの設定とする緩和策も合わせて考えております。

（笠間部会長）前回の議論の中でポイントとなる部分を説明いただきました。これらについては皆さんよろ
しいでしょうか。
これまでの議論の振り返りの部分となりますので、このことを踏まえて、詳しいルールの設定につ

いて、これから事務局からご説明をいただくことになります。

（星加係長）
P２ これまでの整理事項と本日の提示内容について、一覧表で概要を整理したものです。右の
備考欄がこれまで整理してきた内容となりますが、その中で「赤字」になっている部分は、前回
の時に修正して提示した部分となります。それを踏まえて、真ん中が今回の提示内容となり、
特に赤字部分は、このあとのページに具体的な整理をしております。
景観地区の名称ですが、山田Ⅰ地区と山田Ⅱ地区の部分は、住居表示制度導入に伴い、

住所が「山田」から「ニセコひらふ○条○丁目」へ変更になりましたので、それに合わせ、それ
ぞれニセコひらふ A地区、B地区とします。
形態意匠については、これまで概要を示してきましたが、具体のルール案を整理しましたの
で、P３～５で説明します。こちらは基本的に景観審議会で確認いただいております。
高さに関しては、花園ビレッジ地区とワイススキー場地区の高さ制限の必要性について、景
観審議会で審議中のため、次回の部会までに方向性を提示できればと考えております。
開発行為に係るものについては、第８、９回の時に提示していましたが、その後の修正検討を
示していなかったため、今回、P6～９に示すこととします。
特定用途制限地域について、先ほど説明した宿泊施設については P10、１１で詳しく説明

します。その他の用途については、これまで方向性のみの提示であったため、ルールの概要を
提示します。（P12～P16）
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P３ 形態意匠のルール見直しで、このページは色彩の関係となります。このルールは現在このリゾ
ートエリアに対して制限がかかっています。この制限は、マンセル値で下限・上限を定めており、
真ん中の表の上２つが現在のルールとなります。現在は、明るさとなる「明度」と鮮やかさとな
る「彩度」を抑えめにしていただくこと、外壁に関してはさらに「明度」について暗すぎないよう
にすることも求める基準としています。この「明度」の暗さについて課題があり、右の写真にあ
る案内サインですが、こちらの色は一般的に景観に配慮した色と言われているのですが、建築
物の外壁には暗すぎるとして禁止になっています。また、汎用性のある金属系サイディング材も
近年は暗めの色が主流になってきており、軒並み使用できなくなってきていますので、その部
分も含めて、多少暗めのものでも使用を認める見直しを考えています。一方で寒色系となる
紫や青系についてはこのエリアに馴染まないことから、彩度を厳しく設定する案としています。
全体的には色相によって使用できる範囲にメリハリをつける、低明度のものも全体として認め
る内容となります。

P４ このページと次のページは形に関わるデザインのルールとなり、少し細かい話となります。
①は建物から突出しているものについての扱いであり、通常はこういったものも外壁の後退
距離として確認申請で審査されるのですが、たまに該当しないケースが出てきます。その場合
に、隣地などへの圧迫感などが課題となることから、デザインのルールとして一定の距離を離
してもらうようなルールを考えています。
②は建物に付属する塀などの工作物の取り扱いであり、こちらも考え方は①に近いもので、
敷地境界ギリギリに建つものは控えていただき、一定の距離と高さの上限を設けることを考え
ています。
③は建物にはほぼ必ず設置しなければならない機械設備です。規模の大きなものであれば、
周囲の景観への影響も出てくるものとなります。設計者側からすると、建築工事の最後の方に
なって具体な計画が明らかになる場合が多く、景観に配慮しづらくなるケースがよく見られま
す。そのため、計画の初期からどこにどのようなものを置くかを、しっかりと計画してもらうよう
に運用していく必要があると考えています。よって原則、建物の中、別棟、地下のいずれかで対
応いただき、通気性等やむを得ない場合に限り、景観へ十分な配慮（建物との一体性など）
することを条件に地上や屋上の設置を認めるルールにしたいと考えています。
④は③の家庭用の大きさのものとなる場合のルールとなります。もともとあるルールをより具
体の表現に改めているものです。

P５ ⑤は屋上に設置する建築物の配置等についてですが、高さ制限を設けている中で、高さに
該当しないエレベーターシャフトや塔屋などにおいては、全体的に高い建物という印象を持た
れてしまいますので、道路からはセットバックを取るようにして、できるだけ高さを感じさせない
工夫を求めることとしています。また、センタービレッジ地区では、最上階はペントハウスとして、
直下の階の床面積１／２以下であれば最大２２ｍを認めることになっていますが、基本的には
高さを感じないようなデザインにしてもらうべきでありますので、やはり道路からのセットバック
を十分に確保してもらうこととしています。
⑥は、プレハブや海上コンテナなど、容易に設置されやすいものに対して制限です。過去に

このエリアで目立つ位置にあり、設置しないよう求める要望を観光協会からいただくなど、対
応に苦慮していたものとなります。簡易のものが出てくることはやむを得ないと考えており、か
えって賑わいを創出することも考えられることから一律排除はしませんが、どこかから借りてそ
のまま置くのではなく、しっかりとデザインを施して周囲と調和が取れるようにしていただくこと
を条件として定めることを考えています。ただ、短期間のイベント等でやむを得ないケースもあ
ると思いますので、そういったことに対しての柔軟さは必要と思います。
⑦は先ほど説明したローワービレッジ地区における建物内での駐車場の確保です。
最後に、景観地区が２以上にまたがる場合の運用について、これまでは敷地の過半に属す

る地域としていましたが、今後はそれぞれの属する地域とします。街なみの連続性の観点から
の見直しとなります。事例としてあったのが、道路に面していたのが３寸勾配規制地区で、その
奥が規制のない地区だったときに、敷地の過半で判断したために、その場所だけ陸屋根形状
になってしまい、街なみが崩れた…ということがありました。こういったことを避ける狙いがあり
ます。

＜意見交換＞

（笠間部会長）今の説明をざっとまとめると、P3形態意匠の色彩は、黒っぽい色は使用できなかったので

すが、特に外壁においては少し暗い色も使えるようにするのが大きなところとなります。P4はバルコ

ニーなど無制限に突出できるものを制限するとか、機械設備系の配置への配慮、高さ制限にカウ

ントしないものについて道路から見上げたときへの配慮、コンテナ系はかっこいいデザインにしても
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らうなどを事務局で検討・整理いただきました。

基本的にはこれまで議論してきたことや、町がこれまで景観地区を運用してきた中で課題と思っ

てきたことを合わせて整理してきたところです。

（カー委員）今後のエネルギーの技術革新を考えると、例えば、建物の全面をソーラーパネルにしたり、補

助電源としてのバッテリーの確保などについてのことが、このルール案の中で考えられていないよ

うに感じます。

（事務局） 太陽光パネルの扱いについては、まだ明確な方向性が整理できていないため、今後の課題と

考えています。10 年近く前に一度景観審議会で審議したことがあり、当時は、反射が大きいため

望ましいものではない、という意見でした。ただ、この分野は技術革新の進歩が早く、当時の意見を

そのまま当てはめていくべきではないと思っています。そのため、周りの街なみの雰囲気との調和が

図られることを条件とする運用になるものと思います。

（笠間部会長）倶知安は雪が多いので大規模な太陽光発電が積極的に行われていませんが、景観を守

っていこうとしたときに、真っ先に話題になるのが太陽光発電になります。外壁に貼り付けるものや、

屋根、屋上に設置するものなどに対して、どのように対応していくか、考えていかないと後手になる

と思います。

（カー委員）外壁に塗るような形や反射を抑えたものが出てきています。また、今後電力エネルギーの確保

が難しくなることが予想されるので、環境に配慮したものや、非常用発電機など大型のものを設置

する場合には、床面積に算入しないなどのインセンティブを与えることも大事ではないかと思います。

現在の大型の宿泊施設は、停電したときには非常用の電気が点く程度の電力は持っていますが、

水を汲み上げる能力が無く、トイレなどの水回りが機能しなくなる、あるいは暖房設備も電力がな

ければならないことから、結果として施設の維持ができなくなります。そういった予備のものをしっか

りと確保してもらう必要があることと引き換えに、床面積の緩和等が図られると良いと思います。

（事務局）エレベーターの動力機械を建物の上部に設置する場合の補助や容積率不算入などの措置が

できています。

（カー委員）そのようなことを先行して示してもらえると、投資するときにも良い方向に向くと思います。

（斎藤委員）カー委員がおっしゃっていた災害対策につながる部分の容積率不算入は、建築基準法側で

措置されるものであって、町で対応できるものではない、という解釈でよろしいですか。

（事務局）そうだと思っています。

（斎藤委員）そのような柔軟なルール設定ができないなら、容積率に含まれてしまい、積極的に災害対策

用のスペースを設けないことになってしまいますので、その場合には、補助などの制度が無いとな

かなか進まないのでは、と思いました。

（カー委員）デベロッパーサイドでは、売れる床面積を少しでも確保したいので、設備系はどうしても床面

積を削ろうとします。補助も難しい中では、まずは面積に含めないというルールができると売る面積

に影響しないので良いと思います。

（事務局）どのようなことができるか、考えたいと思います。

エリア全体の話になりますが、エネルギーの確保というのは、国際的なリゾート地としての成長を

進めてていく上では、今後大事な要素になるものと考えています。エネルギーをある程度このエリア

で賄っていくことで、持続可能なリゾート地につながっていくものと思います。一方で、景観の側面
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からは、大型の風力発電施設をリゾートの近くに配置するのは影響が大きなものとなり、調整の難

しさを感じるテーマになります。

（沼田委員）P3 外壁の色で、紫系は現状使用が少ないので、彩度の制限を強化する案としていますが、

緑や青も同様に考えた方が良いと思いました。

（事務局）この件については、景観審議会で色見本を見ながら審議いただいた経過があり、青系や緑系

は今回、彩度４以下としていますが、色見本においても、周囲に不調和をもたらす鮮やかさとはなら

ないと判断しています。

（笠間部会長）彩度２くらいから「色」を感じるようになります。青と緑は４以下でも十分低いと思いますの

で、十分ではないかと考えています。

（沼田委員）何も知らない方が見た際に、紫系と青・緑系が切り離されたように見えるので、そこだけ説明

できるようにしておいてもらえればと思います。

（沼田委員）P５敷地がまたがる場合の措置の変更ですが、問題となるケースとしては、屋根勾配くらいで

しょうか。

（事務局）そのように考えています。

（斎藤委員）P4外壁に突出するバルコニー等について制限を設ける理由として、デザインがよくないとい

った地域意見などがあったのでしょうか。

（事務局）デザインというより、圧迫感の軽減を目的としています。特に隣地に対して、１．５ｍや２ｍのセット

バックギリギリで外壁を設ける場合が多く、そこからさらに突出物があると、隣地への影響が生じる

ものとして整理したいと考えています。

（斎藤委員）反対するつもりはありませんが、デザインとして良く見せようとしているものに対して、規制をか

けるようなことはしない方が良いと感じました。

（事務局）外壁後退距離の制限と同様の離れを求めるのは厳しいと感じていますので、ルールとしては、原

則、外壁後退距離の半分以下の突出に収めてもらうよう規定しています。

（斎藤委員）ローワービレッジ地区の建物内の駐車場確保についてですが、建築指導要綱に定める駐車

台数を建物内に確保することが前提と思いますので、建物の床面積の確保に影響が出てもそのよ

うにしてください、という考え方なのですね。

（事務局）はい。ローワービレッジ地区の冬においては、建物の前に車を置くこと自体が支障になってきま

す。そうすることで、建物前のオープンスペースを確保して、緊急車両等の通行も円滑にしたいと考

えています。

（斎藤委員）新築の場合はそれで良いと思いますが、ローワービレッジ地区に関してはすでに建っている建

物が多いことから、更新も踏まえて考えなければならないと思います。既存施設への対応としてイン

センティブも含めて検討が必要と思いました。

（山田委員）コンビニエンスストアの外壁に設置する広告サインも色彩コントロールの対象になるのでしょ

うか。最近の観光地ではサインの色も景観に配慮したものが多くなってきていると思います。
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（事務局）外壁の色の基準での審査対象外であり、屋外広告物法での審査となります。

（山田委員）今回のルール案の検討で、合わせて設定できないでしょうか。

（事務局）建築物の形態意匠の基準で審査するのは厳しいように感じています。ただ、屋外広告物はリゾ

ート全体の価値を高める一つの要素になり得るものであるため、観光地経営の観点からも重要な

要素になると思います。そのため、別途検討すべき課題になってくると思います。

（笠間部会長）例えば、地上広告物の高さをできるだけ抑えてもらうことや、コンビニのコーポレートカラー

もその地域の基準に合わせた色にしてもらったりするケースがあります。札幌の大通公園も色の使

い方に特徴が見られるのですが、そのエリアに限定して独自のルールを決めていると思います。

（事務局）１０年前くらいにひらふ地区で屋外広告物ガイドラインの検討をしていた時期があります。当時

は国定公園の基準をベースとして、リゾートエリア全体でコントロールしていきましょう、という検討

をしていました。ただ、改めて検討する際には、当時検討していたものは非常に厳しいルールになる

ので、改めてデザインの柔軟性を持たせられるルールにしていく必要があると考えています。

（斎藤委員）都心部ではビルオーナーがテナントに対して、色のルールを決め、従わなければ貸さないよう

なこともしています。現時点でもオーナー側から貸す側に強く要求しいけば街なみが変わっていくも

のと思います。一番良いのはエリア全体でデザインの網を被すことができればと思います。

（カー委員）ひらふ地区に入ってきたときに、色の統一感が無いです。例えばレンタカー会社の広告物にし

ても、このエリアにふさわしい色使いではないと思います。なので、看板も含めた色とサイズのコント

ロールが大事だと思います。

（笠間部会長）プラスチック製で中から光るものについては、とても安っぽく見えます。同じ色でも、外から

照明を当てて、下地は木や金属でできているものであれば、だいぶ印象が変わってくると思います。

（笠間部会長）P3、４に関しては、特段の修正を求めることはないので、意見にあった＋αとなる再生可能

エネルギーの扱いや屋外広告物について、今回のルール見直しよりも時間がかかると思いますが、

検討をしていただければと思います。

＜資料説明＞
（星加係長）

P６ 開発行為という主に造成に関係する部分について、条例で新たなルール化をしていきたいと
考えています。その際、3,000 ㎡以上に必要となる開発行為の許可申請に係るものだけでな
く、建築行為においても造成を伴うケースが出てくることから、それらも含めてコントロールをし
ていくこととしています。また、積極的に広場、オープンスペースを確保して緑化を促すことも同
様に開発行為というカテゴリの中で審査していくこととしています。ルールにあたって参考にし
ているのは札幌市の「緑保全創出地域制度」「風致地区制度」です。
●造成について
①盛土と切土の制限として、大前提を敷地内の高低差解消以外の盛土を行わないこととし、

原則として道路面よりも高く盛らないようにしてもらいたいと考えています。ただ、どうしても高
低差が生じますので、その場合は法面を原則とし、敷地形成上やむを得ない場合は、擁壁を
認めることとします。
まず、法面の形状は土木の設計基準に定められているものと同じ勾配を基準としています。

ただ、保全エリアにおいて、５ｍを超える場合における小段の幅を２ｍ以上設けることとしてい
ます。
次に擁壁においては、垂直のものは２ｍ以下としてもらい、勾配のあるものは５ｍ以下とし、

特に公共性の高いところでは緑化も図っていただくことを求めることとしています。ただ、擁壁
においても、建物の地下駐車場へのアプローチや、道路から見えない位置については、制限を
設けないなどのことを考えています。
②地上駐車場の配置については、まとまった駐車場を配置する場合には、道路から見えな
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い配置にしてもらったり、緑化してもらうなど車が見える環境にならないように配慮いただくと
いった内容です。
③無電柱化について、3,000 ㎡以上の開発に対して義務化しますが、その際に生じる受電

設備などについても、主要道路から見えない位置とするような配置の工夫も求めることとしま
す。一方で、開発区域内で町道にならないようなプライベートな道路空間においては、地上機
器の配置等について、そこまで厳密な審査は行わないようにしたいと考えています。

P７ ●堆積物について
リゾートエリアなので、建設残土や建設資材などはあまり置いてほしくないところですが、設
置するケースもありますので、高さの制限や離れを確保してもらう、植栽等による配慮などをし
てもらう内容にしています。
●広場等の確保
開発行為において法律で求められる「緑地」に該当するものです。都市計画法では、緑地

は３％以上確保することになっていますが、こちらのルールでは５％以上確保してもらうこととし
ています。どういったところに確保してほしいかも整理しております。
宅地分譲においては、各区画から容易にアクセスできるような場所に確保してもらう位置と

したいです。また、残置森林のような場所ではなく、しっかりと広場として確保できるところとし、
堆雪場としての機能や緊急避難場所となるような機能も兼ね備えることが大切と考えていま
す。森林地域でなかなか敷地を確保できない場合には、最低限半分以上は広場として確保を
求める運用を考えています。
ホテルのように、一体的な開発においても法定緑地の考え方がでてきますので、そのような

場合では、全体的なランドスケープデザインにおいて、滞在者のためのスペース確保を示して
庭園のような形で災害時にもしっかりと機能を果たすような計画にしてもらいたいと考えてい
ます。
欄外の※に、建築行為におけるオープンスペース確保の検討について記載していますが、

建築行為に対してもオープンスペースを確保してもらいたい、ということであり、大久保委員が
かねてより意見していた「マネジメントスペースの確保」に係るもので、それがローワ―ビレッ
ジ地区の大きな課題の一つだったと思いますので、一時堆雪の機能を兼ね備えたスペースを
敷地に対して５％確保できないか、というものです。

P８ ●緑化の推進
過去の部会でも何度かイメージをお伝えしており、今回示すものも、以前から大きな変更は
ありません。ただ、運用面では課題も多くあるだろうと考えており、細かい部分での修正を試み
ています。その一つが３３０㎡以上の敷地面積を確保している計画に対して求めることとしてい
ます。また、緑化率とは別に樹林地率の設定を示しています。この樹林地率は、緑豊かな森林
地域において、木一本ずつの換算面積を求める緑化率の計算をせずに、真上から見た水平
投影面積において、森林を残す範囲を率として確保してもらうものです。
緑化率においては、ローワービレッジ地区などの森が形成されていないところで、積極的に

緑化してもらいたいエリアで求める率となりますが、このページの右に「緑化率換算表」があ
りますので、これに従って計算してもらいます。他の都市には無い特徴として、「石畳」というの
を設け、こちらはアスファルトで整備されてしまうと、無機質な印象になるという過去の意見を
踏まえ、舗装面をインターロッキングなどでデザインし、景観に配慮してもらうことで、緑化率と
して貢献してもらう形としました。また、芝生について、換算面積を大きく引き上げ、管理上の難
しさがあるという、樹木を植えることに関するご意見への対応として、一面芝だけでも対応でき
るようにしました。
②樹木の伐採に関しては、開発行為に寄らない伐採に関しても森林施業に伴わない場合

に限り、皆伐しないように求めることとしています。
P９ ●緑化シミュレーション

左と真ん中がローワービレッジ地区のイメージで、緑化 10％以上確保してもらう地域です。
左のイメージはインターロッキングを入れた場合、一部植栽と芝生の配置によって、十分に

緑化率を確保できる形となります。また、このシミュレーションでは、道路から６ｍ程度セットバ
ックを取る計画であり、実際はそこまで十分に確保できないケースが多いですが、仮に半分く
らいのセットバックであったとしても、緑化率は確保できると考えています。
真ん中のイメージでは、インターロッキングの場合、車の出入りが多い場合はメンテナンス

が多くなるため、車路の部分を緑化率算定対象外のアスファルトにした場合にどうなのか、と
いうことです。その場合においても、木を配置することなく芝生とインターロッキングで十分確
保できる結果となっています。また、オープンスペースの確保については、敷地の５％以上確保
とし、敷地３３０㎡であれば１７．５㎡必要となりますが、樹木があって踏み入れられないところ
や車路、通路部分を除いたところで、緑化している場所も含める形で５％確保しようとすると、
一時的な堆雪スペースや緊急車両の停める場所として確保できるのかな、と考えています。
右のシミュレーションは、保全エリアであり、こちらは森林地域という設定としていますので、
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樹林地率５０％以上の確保となりますが、敷地の周囲から１０ｍ以内をボーナスエリアとして１．
２倍でカウントするため、十分に建物が建つことができると考えています。

＜意見交換＞

（笠間部会長）項目は開発行為になっていますが、基本的に建築も含めた行為に対し、造成や駐車場の

配置、土石や資材の堆積、広場、緑化などについて、ルール化していきたいということだと思い

ます。

（山田委員）緑化はとても良いことだと思いますが、管理会社によっては、芝を適正に維持してもらえてい

ないところが見受けられます。今年は芝生が管理されておらず、そこからイタドリが繁茂して歩道や

道路にせり出しているところも見かけました。そこをなんとかしてほしいところです。

（笠間部会長）例えば、P9のシミュレーションの左の図で道路の前面から奥の白いところを緑化率確保の

ために「芝で対応します」となった場合、道路から見えない位置なので管理がされない可能性があ

り、雑草が繁茂していたら隣の所有者にとって非常に迷惑なことになります。そのため、このような

場所を土のままの裸地や、砕石敷にしてもらった方が、かえって将来の管理を考えると良いかもし

れません。

その辺について事務局からあれば。

（事務局）管理面について基準で整理することは難しいと思います。緑化してほしいところが前面となりま

すので、そこを促すようにしたいです。それ以外の周りについてはガイドラインなどで管理のしやすさ

の観点からどのようにしつらえてもらうべきか、ということ整理しなければいけないかな、と感じてい

ます。

（山田委員）この夏は時間に余裕があったので、自分で草刈りをしていましたが、来年はできないと思いま

す。夏もお客さんが入るなら管理会社もしっかりと管理すると思いますが、ここ数年はほぼ稼働して

いなかったので放置状態でした。

（笠間部会長）イタドリは根競べと聞きます。1年間に何回刈れるかで、その先の成長が変わるそうで、ほっ

たらかしにしてしまうと、高さが 2.5ｍくらいになるため、管理とのバランス大事になると思います。

（カー委員）外国人所有の物件については、ほぼ１００％管理会社が入っています。現在、倶知安町のルー

ルが無いので、コストかけない方法としてそのままにするということだと思います。町の方で、罰則な

どのルールがあると、管理会社からオーナーに連絡して対応してもらうことができると思います。例

えば、浄化槽は年２回必ず点検しなければならない決まりになっていますので、それと同じような扱

いであればと思います。

（山田委員）５０ｃｍ以上伸びると刈るのが大変なので、それ以下で行うべきと思います。

（事務局）全国で緑化率を設定している自治体で、維持管理が保たれるようどのように対応しているかと

いう事例について、笠間部会長がご存じの事例がありましたら、お教えていただけますでしょうか。

（笠間部会長）特にありません。他都市では緑化を求める場所が、植物の生育にとって過酷な環境である

場合が多いと思うので、生育が悪いということが散見されていると思います。

（山田委員）このエリアは不在地主が多いので、他の都市とは比較ができないかもしれません。

（カー委員）今は自動で草刈りをする機械や除雪する機械も出てきていると思います。そういったことも含

めて考えると、ルールさえ決めれば管理はできるように思います。

（笠間部会長）申請前の事前協議は必須にするのでしょうか。もしそうであれば、管理も含めて対応できる
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かどうかといったことを確認しながら進めていけばと思います。

（事務局）事前協議が必要なものは、一定規模以上のものにしようと考えています。現状も事前協議では

ないですが、設計者の方が事前相談に来られることが多いです。ただ、基本的には設計者との協

議なので、オーナー側にどう伝えていくのか、管理してもらえるのか、というのが課題だと思います。

（笠間部会長）隣地境界になるような幅１．５～２ｍの範囲で緑化率に含めるという考え方については、お

かしいような気がしていて、緑化率にカウントしなくても良いと感じます。

（事務局）建物の裏は緑化率にカウントしないことを考えていたので、今の意見を踏まえて検討します。

（沼田委員）P8 オープンスペースの確保は全ての地区で考えていますか。

（事務局）今のところは全ての地区で考えていました。

（沼田委員）ひらふ坂沿いなど、逆に設置しなくても良いと思われる場所もあると思ったので、場所の検討

があっても良いと思います。

（笠間部会長）建物が過密状態となるセンタービレッジ地区とローワービレッジ地区は対象とするが、ひら

ふ坂沿道を除く、というようなことでしょうか。

（沼田委員）堆雪スペースということであれば、ひらふ坂沿いはロードヒーティングされるので、そのような

対応よりも賑わいを促すための使い方を示した方が良いと思いました。

（笠間部会長）堆雪スペースで考えれば、保全型エリアでも十分に確保できると思われるので、そう考え

ると、対象エリアを絞っても良いかもしれません。

（事務局）ひらふ坂の場合、人が滞留できるようなオープンスペースの確保といった別の考え方で、確保し

てもらうようなことは考えられますか。

（沼田委員）それはあると思いますが、通りのファサードを町としてどう考えていくかだと思います。通りの前

面をカフェのようなスタイルにしたいのか、お店の軒を連ねる雰囲気にするのか。

（笠間部会長）P6②地上駐車場を設置する場合には、緑化を求めるルールがあると思いますが、ひらふ

坂沿いにおいて、国定公園のところでは実際に緑化している施設がありますが、街なみの賑わいや

連続性を考えると、通りに面して樹木を配置するのが良いのだろうか、と思いました。センタービレッ

ジ地区でも串刺し型の駐車場もあったりしますが、歩道に面して緑化するよりも、歩道に面して停

める台数を減らし、緩衝として芝生を設けてもらうような運用とした方が良いかもしれません。串刺

し型の駐車場の特徴としては、重機による除雪がしやすいメリットがあります。

場所によってルールを変える必要もあるかもしれませんので、そのあたりについて先ほどの沼田

委員から話しがあったオープンスペースの確保との関係も含めて再考してもらえると。

（事務局）その場合、ひらふ坂の沿道をどのようなイメージにしていきたいのか、ということだと思います。

（笠間部会長）ある施設では、角地を生かして別の通りに面して駐車場を配置したり地下駐車場を配置し

たりしています。なので、「建物の前面は全て歩行者のための空間にしてください」といった方針を

整理していくことが考えられます。全て、ということが難しいようであれば、半分は歩行者、半分は駐

車や送迎用として確保するなどの運用も考えられます。

（事務局）そのような場合、P6②の概要にある、「前面道路から視界に入らない位置とし」と整理していま

すが、それを確保してもらうことが前提という整理をしていますが、それがひらふ坂沿いでは難しい

ということになるのでしょうか。
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（笠間部会長）ひらふ坂沿いにおいては５台を超える可能性が高いので、特別な配慮が必要と思います

が、歩道の無い裏通りのようなところに面する建物については、串刺し型であっても構わないのか

なと感じています。

（事務局）ひらふ坂は歩道があるため、串刺し型よりも進入路を限定した形の車の動線を確保することが

求められるのかな、と思いました。

（笠間部会長）その場合、車路と駐車マスの確保で、建物が７～８ｍ奥に配置せざるを得ない形となります。

そうなると、建物と歩道との距離が離れて建物の連続性が確保できなくなります。そのため、逆に串

刺し型にしてもらうことで、建物を歩道側に近づけるという考え方もあるかもしれません。

したがって、ひらふ坂、路地型のセンタービレッジ地区とローワービレッジ地区、そして、その他の

エリアに分けて考えた方が良いと思います。おそらく、保全エリアのようなところで、まとまった台数

を確保する場合には、周りをしっかりと緑化する必要があると思います。

そういう意味では、ひらふ坂が途中から国定公園エリアに入っているのが気になるところであり、

強制的に１０ｍ以上セットバック取らなければならないのが、街なみづくりとしては問題があると感じ

ています。

（カー委員）すでにひらふ坂は建物がほぼ全て建っていますので、ここのコントロールはあまりいらないよう

に感じます。

（沼田委員）今後建て替えによる更新が考えられるので、その際にどのように建物を配置するか、というこ

とになるかと思います。

（事務局）リゾートプランニングの話にも関わってくると思いますが、長い目で見たときにどのように街なみ

をつくり上げてしていくか、ということになると思います。

（笠間部会長）今いただいたご意見のところは、検討いただきたいです。

＜資料説明＞
（星加係長）

P１０ 特定用途制限地域のルールのうち、宿泊施設の制限に係るものとなります。前回提示した内
容を基本としており、スキー場から離れたエリアは自然環境と調和したボリュームを抑えたリ
ゾート空間を形成するため宿泊施設の立地をコントロールすることとし、第１０回までの案では
床面積1,000 ㎡以下というルールだけでは良い形のリゾート地形成が難しいだろうと思いま
すので、ある程度床面積を確保する形にしたい、代わりに高質な空間形成を目指すならば面
積を確保しつつも、宿泊人数を抑えたり建築ボリュームを抑えてもらうことなどを条件とするこ
とを第１１回では提案したところです。この制限の設定を考えている地域が、右表の赤枠のと
ころになります。
基本は３段階で制限内容を整理したいと考えていますが、ノースヒルズなどのすでに分譲

地として形成されているような「観光居住地区」に関しては、床面積の大きな施設を望まない
ことから、床面積1,000㎡以下と考えています。
審査の進め方については、前回提示から変更なく、審査基準に適っているものに関して特

例で認める形で進めていきたいと考えています。
これまで、フィンドレー委員やカー委員からご意見をいただいていた、現在の山田Ⅱ地区

のエリアについて、「観光Ⅲ地区」と位置付けますが、スキー場に近く、今後、回遊性のある土
地利用の可能性がある場所となりますので、審査基準の一部を緩和する形で、スプロールを
抑えながらも土地利用しやすい形で整理したいと考えています。建ぺい率や容積率、床面積
については、明確に用途が区分できる場合においては、宿泊施設に係る部分のみで基準をク
リアするような運用を考えておりますので、その他のエリアについては、複合的な用途は全体
を宿泊施設とみなす形で考えております。
床面積 1,000 ㎡以下の建築物については、建ぺい率・容積率の制限から除外することと

しました。その理由は、冒頭でも申し上げたとおり、敷地面積が十分に確保できない建築物に
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対して、特に容積率の制限によって建物の床面積を十分に確保しづらくなりますので、その点
に配慮した形となります。
床面積3,000㎡以下、10,000㎡以下の審査基準については、前回提示から大きな修正

点はありませんが、一点だけ床面積 10,000 ㎡以下の最後に「当該開発区域内に１施設の
み」と記載していますが、これは、大規模な開発行為において、その区域内に複数の規模の大
きな建築物ができてしまうとスプロールを抑える効果が弱くなりますので、開発行為の区域内
では床面積 3,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以下のものについては、センター棟のような位置付
けで、１施設に限定するような提案としています。
審査フローについてはざっとした流れとなりますが、床面積の大きな建築物になると専門家

も入れたデザイン会議による調整を行い、説明会を開いていただき、各種申請をしていただい
て確認申請という流れを考えています。なお、床面積 1,000 ㎡以下の建築物については、書
類審査のみで進めて行くことを考えています。

P１１ 宿泊収容人数を抑えた低層の宿泊施設の例として、床面積が概ね 10,000 ㎡以下の全国
の事例として４点示します。まず町内の施設として坐忘林ですが、こちらは床面積３，０００㎡以
下で容積率を抑え、室数も 15室で、収容人数の５０人を下回るものと思います。
ふふ河口湖も容積率が３０％台、低ボリュームで、室数も抑えた土地の使い方になると思い

ます。
アマネム伊勢志摩は他のリゾート施設とは格が違う施設かもしれませんが、広大敷地面積

を保有し、その中で低密度な高級施設を設えています。このエリアの保全型としている森林豊
かな場所は、このようなラグジュアリーな施設を今後の方向性として持って行くべきではない
かと考えています。
最後はほしのや軽井沢で、こちらは星野リゾートの先駆となる施設ですが、床面積１０，００

０㎡をやや超えますが、容積を抑え、室数も少なく全体的に低密度で高級な宿泊施設を実現
していますので、10,000㎡を切るような床面積でも十分に実現できるのではないかと考えて
います。

P12 店舗・飲食店の用途について、基本的にはこれまで提示してきたルールの見直し案のままと
していますが、その内容のトピックスとして、①観光Ⅲ地区では回遊性を高める場所として床
面積の制限を無くし、②観光居住地区ではアトリエ・工房を構えた店舗が認められらなかった
ため、新たに１５０㎡以下を条件に認める形、③市街地隣接地区や農地森林保全Ⅱ地区は、
これまで1,500㎡以下としていましたが、大規模店舗立地法との整合を取り、１，０００㎡以下
の床面積とします。

P13 工場系では、これまでご意見あった「アトリエ・工房」や「食品製造業」に関するものはもう少
し建てやすくする必要がある、ということでしたので、通常よりも床面積を緩和することとします。
スキー場から離れた市街地隣接地区や農地森林保全Ⅱ地区では、工場系でもあまり影響が
生じないと思いますので、作業場の床面積をもう少し広く確保できるようにしています。
危険物貯蔵施設については、基本的に大きな見直しをかけていません。なお、農業系の貯

蔵施設について、農業の維持が可能となるよう、制限をかけないようにします。
P14 運動施設について、リゾートのサービスコンテンツにつながる施設の立地は可能にすべきと

いうご意見を踏まえ、特に、スケート場がこれまで立地できない地域が多かったので、それを
できるように緩和しました。
興行施設として劇場・映画館などは集積が見込まれるエリアを立地できるようなルールに

していますが、これまでから変更していません。
遊戯施設関係はこれまで通りの運用を考えています。

P15 風俗施設において、これまで、キャバレー系について宿泊施設に付属するものは OK にしてい
ましたが、平成２８年に風営法と建築基準法が改正され、このキャバレー等は風俗要素の強い
施設のカテゴリーとして限定されたことから、宿泊施設に付属するという考え方が馴染まなく
なったため、禁止としました。なお、もともとキャバレー等に含まれていたナイトクラブやダンスホ
ールは、別の区分に移動しており、一部エリアでは可能となっています。
倉庫業を営む倉庫、こちらは貸し倉庫業などが該当しますが、これまでどおり禁止とします。
畜舎については１５㎡以下という中途半端な設定がありましたが、こちらはリゾートエリアに
畜産に関わる農業が馴染まないと考え、農業が展開されている市街地隣接地区と農地森林
保全Ⅱ地区を除いて禁止します。

P16 工作物に関しては、製造系はもともと設定しており、農地森林保全Ⅱ地区の一部に該当する
施設があったことから、そのエリアだけ立地可能な形するなど、ルールの修正はありません。今
回、追加したのは遊戯系施設であり、特に観覧車などは景観にも大きく影響を及ぼすことから、
そのような施設は施設が集積する観光Ⅰ地区を除いて全て禁止することとします。

＜意見交換＞
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（笠間部会長）P13工場系で、最近流行りの醸造所系が100㎡以下で果たして可能なのかというところ

は確認いただければと思います。

P10 の宿泊施設のところですが、１，０００㎡以下、３，０００㎡以下、10,000 ㎡以下のそれ

ぞれ審査方法を変えて大きくなるほど基準が厳しくなるが、厳しい条件を満たしたものについ

ては 10,000 ㎡まで認めようということだと思います。ただし、羊蹄の里などの観光居住地区

については 1,000 ㎡以下とするイメージとしては、P11 にあるように森に囲まれたようなゆっ

くりと滞在できる施設として、これであれば容積率も余裕で５０％を下回っているし、客室数も

大きく抑えているので、今回示しているルールは妥当ではないか、というものです。

（沼田委員） 地域の方々のお話を聞きますと、報道が一人歩きしているようなところがありまして、前回の

部会のあとの報道で、床面積 10,000 ㎡なら何でも建てられるのではないか、という数値情報の

みが広がっているところです。

これまでの部会の議論において、1,000 ㎡を超える大きめの宿泊施設においては、森の中にポ

ツンとあるようなものであれば良いという皆さんからの意見だったと思います。開発区域内に１施設

というのはそうですが、それ以外にポツンとなるような方策について考えはあるのでしょうか。そこを

もう少し出すことによって地域の方々への誤解を解けるようになるのではないかと思います。

（笠間部会長）通常であれば容積率２００％のところ、宿泊施設においては容積率５０％以下とする設定に

していますので、本来であれば４つ分の建物が建つところ、１つ分しか建てられないという計算には

なります。ただ、それさえ満たしていけば、そういった建物がどんどん建ち並んでいくことにはなると

思います。

床面積 10,000㎡ということに恐怖を覚えている方もおられるということだと思います。

（沼田委員）アマネムのような施設であれば良いと思いますが、容積ギリギリでの最低限の敷地で建物が

たくさん建ってしまうようなことにならないか、という心配はあります。

（斎藤委員）床面積 10,000㎡以下の建物ですが、観光Ⅲ地区に関わる緩和規定を見ていて思ったこと

ですが、従業員宿舎を建てる場合を想定したときに、ホテルは１０，０００㎡で容積５０％以下、残り

の１５０％は従業員宿舎に使用しても良いということでよろしいでしょうか。例えば、従業員宿舎を

建てる予定で、そこに宿泊施設も建てようとした場合に可能なのでしょうか。

（事務局）一つの建物の中に従業員宿舎と宿泊施設が入っているケースということで、まずは観光Ⅲ地区

以外の床面積制限が生じる農地森林保全Ⅱ地区などのエリアについては、宿泊施設の用途が入

っていれば複合用途であっても容積率５０％以下に収めていただく予定です。また、観光Ⅲ地区で

は、資料P10にも書いていますが「建築基準法の用途を明確に区分できる場合」としておりますの

で、それが可能であれば、宿泊施設以外の部分は５０％以下の条件に含めないことを考えています。

例えばですが、宿泊施設内にテナントスペースを確保し、明確に店舗として区分できる場合には、

宿泊施設とは別にします。

（斎藤委員）観光Ⅲ地区で、従業員宿舎においては床面積10,000 ㎡を超えて、あるいは容積率５０％を

超える建物ができる、という考え方ができると思います。

（笠間部会長）それを認めるのどうかな、と思います。

（事務局）観光Ⅲ地区のエリアは保全エリアと少し違っているように思っており、アマネムやほしのやのよう

な施設が建つようなイメージでは無いと思っています。



13

（斎藤委員）観光Ⅲ地区であれば、あまり富裕層向けというより、多少金額を抑えたい方たち向けとしても

良いといったご意見もあったように思います。今回のような線引きにしてしまうと、そういったことが

できなくなるようにも思います。

（事務局）観光Ⅲ地区を含めたニセコひらふ地区が、すでにオーバーキャパシティに近い状態にあり、未

開発が多い観光Ⅲ地区をいかにボリューム抑えた土地利用にしてもらうか、ということがテーマで

あったと思います。そうなると、やはり宿泊施設については抑えめにしてもらう必要があると考えてい

ます。従業員宿舎は宿泊施設に該当しないので、容積２００％の範囲で可能ということになります。

（笠間部会長）例えば、10,000 ㎡の土地に、20,000 ㎡の床面積の建物があり、うち、15,000 ㎡の床

面積が従業員宿舎、5,000㎡の床面積が宿泊施設が建てられることになると思いますが、別棟で

ホテルにした場合、容積５０％しか建てられなくなるので、何かおかしなことになりそうな気がしてい

ます。一体型で建てた方が有利のように思います。

（事務局）店舗など賑わい創出ということを意識した中で、宿泊施設のスプロールを抑えることを前提とし、

それ以外の施設においては、通常通りの基準の範囲内で建てることを許容しても良いのでは、と思

っています。

（斎藤委員）一般的なこととして、都市部の用途地域の制限において、事務所の床面積が制限されている

と思います。その場合、容積率が何％以下にしなければならない、といった規定は無いと思います。

それと異なるので、違和感を感じています。もともと容積２００％以下のところ、容積５０％まで、かつ、

床面積１０，０００㎡以下までは宿泊施設OKですよ、それ以外は他の用途にしてください、という解

釈ということになるのかな、と思いました。

（笠間部会長）観光Ⅲ地区に関しては、宿泊用途の床面積を容積５０％以下に抑えていただければ、大き

い施設であっても良いですよ、という事務局の考えということでしょうか。

（事務局）ある程度、回遊性や賑わいも求められると思います。スキー場に近いところでの複合用途による

投資しやすい環境を用意しておくことを意識しての考えとなります。

（笠間部会長）それでは観光Ⅲ地区はそのような考えで整理していくということとしますか。それ以外のエ

リアでは複合用途が入っても全体で５０％以下とする考えとなります。

（斎藤委員）P12 一番下の審査基準（案）の床面積 10,000 ㎡以下の「当該開発区域内に１施設のみ」

とありますが、これはどのようにカウントするのですか。

（事務局）開発行為の許可申請の区域を単位と考えています。

（斎藤委員）ヴィラとかがこの中に入ってきても良いのですか。

（事務局）そのように考えており、3,000 ㎡を超える床面積の建物が、開発区域内に１棟しか建てられな

いという整理にしたいと考えています。

（斎藤委員）１施設ではなく「１棟」という表現にした方が良いと思います。

（沼田委員）アマネムのように離れなどの施設も含めて１施設ということですか。

（事務局）建築基準法上、建物が別棟になっていても「不可分」と判定されるものは、全体で１つの申請行

為と判断します。ヴィラ１つが単独で存在できてしまう場合は、別敷地扱いになります。

（沼田委員）積み上げで床面積 10,000 ㎡以下にする考え方と、別々に敷地を分けてそれぞれで床面積

の制限の範囲内で建てていく考え方があると思いますが、後者の場合だと、１つの開発区域内に

相当の床面積が確保されてしまうように感じました。
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（笠間部会長）１つの開発行為の区域に、９，０００㎡以下の建物が容積５０％以下で１棟だけ、そして床面

積２，０００㎡以下の建物も建つことにはなりますが、こちらも容積５０％以下やセットバックなどのル

ールがかかってきますので、それほど林立することにはならないと思います。

（事務局）今の開発行為もそうですが、センター棟のようなものを設けて、その周りにヴィラが点在する配

置計画が見られます。そのため、一つの開発区域内においては、そのような計画がある程度認めら

れるような形を考えています。ただ、そのような複数棟を建てる場合において、それぞれの棟で容積

率やセットバックのルールを守ってもらうことになりますので、全体として、これまでよりも密度の小さ

な開発になると考えています。

（斎藤委員）デザイン会議ですが、ここで審査する内容は、周囲への景観の配慮などのことを調整していく

のでしょうか。

（事務局）おっしゃっていただいたようなデザインがしっかりと考えられたものになっているか、また今後想

定されることとして周囲に対する環境への影響なども調整することになる会議となります。ボリュー

ム関係は書類で審査していくこととしています。

（笠間部会長）部会としては、大枠はこの方向で進めてください、ということで行きたいと思います。

その他に、何かお話したいことはありますか。

（斎藤委員）資料として配られた、町への要望書について、町としてはどのように対応していくのでしょうか。

（事務局）町として要望書への回答を町長名でお返ししたいと考えています。回答時期は未定ですが、今

後の意見交換会や最後の部会を踏まえて、というイメージです。

（斎藤委員）容積率については、私がかねてより土地の価値を下げてしまうので反対と申していましたが、

このような形で、鑑定評価もつけてきたということで予想された動きかな、と思います。

また、昨今売り地の看板が増えてきたように思いまして、売る理由がこのようなルール規制という

マイナスのイメージを与えているような気がしています。

今後もこのような動きが活発化するように思いますので、対応を十分に取っていただきたいと思

います。

（カー委員）斎藤委員と同じ想いです。

渋滞の問題、今年の冬も十分に懸念されます。私としては、この問題はお客さまの見る光景とし

て、景観の問題であると考えています。そのような対策に対応できる専門家に来てもらうことが、こ

れからの重要な課題だと思います。

（笠間部会長）観光客に限らず長く住むのにふさわしい土地をつくり上げるということは、リゾート地区に

限らず倶知安町全体の魅力について景観計画を含めて頑張っていただければと思います。来週の

意見交換会に向けてわかりやすい資料づくりをよろしくお願いします。

３ その他
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なし

４ 開会


